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• 

っ
た
の
で
、

一
時
断
る
非
組
に
陥
っ
た
の
だ
が
、
十

一
ん
と
し
、
還
に
河
北
仰
の
血
友
を
剖
抗
し
た
o

は
不
明
で
あ
る
が
、
七
月
廿
七
日
頃
か
ら
魚
類
が
多

一
年
初
が
奥
村
策
目
に
財
政
政
迎
を
犯
し
、
耐
し
て

一
(
就
)
河
他
部
出
ホ

l
M北
向
は
宮
腰
を
断
る
こ
と
里

一
〈
死
L
、
入
且
に
京
つ
て
は
死
魚
を
食
し
て
命

bgm

柴
山
が
木
原
際
右
衛
門
・円
川
崎
徳
共
街
・銭
犀
況
兵
衛

一
俄
、
同
組
六
盟
の
大
測
で
あ
る
が
、
一
点
兵
衛
は
之
を
一
す
禽
烏
す
ら
あ
っ
た
の
で
、
漁
民
等
之
に
采
じ
て
況

を
附
い
て
救
掛
川
の
方
法
を
協
秘
す
る
に
及
び
、
五
兵

一
山
武
て
L

決
闘
を
開
拓
し
、
上
は
滞
聞
の
牧
入
を
大
一
兵
衛
・
要
政
を
非
総
L
、
滞
亦
事
の
容
易
な
ら
ざ
る

術
は
又
復
興
の
機
辿
を
抱
似
し
、
間
耐
の
御
子
船
御
用

一
な
ら
し
め
、
下
は
民
栄
な
以
か
に
せ
ば
、
嬰
師
慨
を
十

一
を
服
h
d、
漁
民
に
食
桁
を
給
し
て
湖
魚
の
品
川
傍
と
版

と
し
て
活
附
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
十
四
年
間
且
精

一
村
た
ら
し
め
る
こ
と
も
亦
容
易
で
あ
る
と
考
へ
た
の
一
民
を
紫
じ
た
。
こ
の
際
八
且
十
八
日
大
制
布
の
村
民

が
二
千
五
百
石
杭
の
限
安
丸
と
一一
千
石
附
の
治
安
丸

一
で
あ
る
。
印
ち
先
づ
石
川
部
信
谷
村
の
新
聞
誠
治
文
一
等
、
公
魚
・大
場
跡
・白
鉢
を
食
し
て
奴
日
日
明
此
恭
泌

を
諮
り
、
弘
化
元
年
四
月
治
問
丸

・
仲
山
約
九
を
加
へ

一
右
術
門
を
し
て
設
計
に
泊
ら
し
め
、
日
つ
採
ゲ
崎
村
の
一

L
、
サ
一
泊
日
ま
で
に
十
人
の
死
者
を
閉
し
た
が
、
先

て
、
悉
〈
辺
則
を
抗
共
街
に
委
託
し
た
の
は
そ
の
純

一
出
栄
木
屋
際
右
衛
門
・
応
附
徳
兵
衡
を
紛
ひ
、
忍
永
一
に
七
且
二
十
日
荒
兵
衛
が
袈
磁
と
共
に
議
光
寺
に
赴

引
い
よ
め
っ
た
o
出
し
て
出
兵
衛
は
是
等
抑
的
を
部
地
に

一
二
年
三
人
の
名
義
で
間
制
し
て
そ
の
前
可
を
得
た
o

一
き
、
八
且
イ
二
日
に
臨
む
し
た
こ
と
も
、
亦
彼
等
が

往
来
せ
し
め
て
、
滞
の
財
政
に
抑
侍
し
た
と
共
に
、

一
郎
し
て
こ
の
邸
梁
の
問
的
は
、
河
北
郡
東
蚊
爪
村

・
一
統
称
の
鰍
H

祉
を
避
け
る
犯
で
な
か
っ
た
か
と
拙
陣
せ

自
家
所
有
の
紡
舶
を
も
滞
紛
に
擬
し
て
訴
殺
の
利
似

一
大
捌
村
・木
越
村
・大
羽
村
に
高
千
七
百
石
、
入
間
村
一
ら
れ
た
。

と
E
Uを
得
る
よ
と
が
川
来
た
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

一
に
六
円
布
、
領
家
村
指
江
村
・
狩
胤
川
町
村
・
内
日
角
一
〈
入
〉
間
関
係
者
の
訟
鮒
|
是
に
於
い
て
滞
碇
は
山
市
似
を

是
に
闘
っ
て
五
共
術
は
そ
の
地
悦
を
地
め
ら
れ
て
十

一
利
・
大
附
村
に
日
千
百
石
の
問
地
を
得
る
に
在
っ
た
o
一
政
っ
て
間
資
せ
し
め
た
が
、
五
兵
衛
と
製
縦
が
石
灰

村
析
に
列
し
、
都
刀
を
泊
さ
れ
、
川
水
の
姓
を
口

一
公
ハ
〉
漁
民
の
反
対

l
誕
抑
制
等
の
刷
出
立
を

出
願
し
た
一
及
び
議
油
を
投
じ
た
と
す
る
設
が
嫌
で
あ
っ
た
か

し
、
枠
啓
太
郎
も
一
大
保
十
四
年
滞
の
間
山
川
裁
許
た
る

一
時
、削
仰
向
考
断
・
大
削
帆
布
・
宮
坂
・荒
恩
・室
・大
筒
・
一
ら
、
試
み
に
湖
臓
を
採
っ
た
に
石
反
政
十
俄
を
得
、

こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
、
家
柄
川
人
に
叩
じ
、
X
納
投
宇

一
内
日
品
川
の
漁
民
は
、
そ
の
往
来
を
磁
は
れ
ん
こ
と
を
一
叉
こ
の
侠
を
水
巾
に
浸
す
時
は
池
田
淵
を
生
じ
、
そ
れ

倒
を
除
か
れ
ろ
特
仙
川
を
得
た
。

一
恐
れ
て
直
に
反
射
し
た
が
、
問
よ
り
そ
の
反
省
を
促
一
に
魚
を
股
て
ば
死
ん
だ
。
図
っ
て
務
定
は
風
設
を
良

(
凶
)
抗
兵
衛
の
子

山
に
有
名
な
ろ
従
鰍
肌
判
は
、

一
す
に
足
ら
な
か
っ
た
。
特
に
木
口
出
・
防
附
の
出
立
は
一
氏
な
り
と
し
、
湖
畔
の
番
人
を
柿
穆
行
に
引
殺
し
、

五
兵
衛
が
河
北
潟
の
一
部
を
出
ホ
て
L

耕
地
を
得
ん

一
小
規
総
で
も
あ
り
、
土
工
も
亦
近
村
の
漁
民
を
使
役
一
次
い
で
九
且
三
日
嬰
磁
を
、
十
一
日
一
出
兵
衛
・富
太

と
し
た
こ
と
か
ら
起
る
。

初
め
五
兵
衛
に
三
男
が
あ

一
し
た
に
拘
ら
ず
、
銭
患
の
新
聞
は
二
千
九
百
石
た
る

一
郎
・佐
八
郎
を
金
部
町
台
所
附
図
の
牢
獄
に
授
じ
た
。

っ
た
。
長
は
明
太
郎
、
次
は
低
八
郎
、
写
は
製
印
刷
で

一
べ
き
を
抽
出
矧
せ
ら
れ
、
土
工
を
問
主
榔
川巾
村
の
理
兵
一
(
丸
〉
訴
判
と
断
出

l
鰍
従
者
の
悉
く
辿
加
せ
ら
れ
る

あ
っ
た
o
佐
八
郎
は
家
に
在
っ
て
川ん
の
裂
を
助
け
、

一
術
が
引
市
中
ナ
呂
能
品
刊
の
怨
鍬
に
求
め
た
か
ら
、
之
に
一
ゃ
、
務
は
棋
件
の
郡
部
所
管
に
臨
す
る
を
以
て
、
欧

州劃
以
は
初
め
宗
家
拠
三
八
〈
胤
(
三
共
衡
の
干
県
三
八

一
蹴
す
る
非
雌
の
惑
は
大
に
縦
で
あ
っ
た
。
一

作
奉
行
篠
原
平
三
郎
・近
藤
平
作
・
石
黒
悠
一
三
郎
、
却

の
子

γに
義
は
れ
て
居
た
が
、
そ
の
後
胤
一
三
八
は
一

一
(
七
〉
統
符
恥
判
|
銭
屋
の
工
尽
主
任
は
初
め
石
川
端
一
潜
行
前
悶
粥
五
作

・
坂
升
勘
紙
、
宮
肱
川
繁
行
菊
池

子
典
十
郎
を
取
げ
た
か
ら
雄
総
し
た
o
製
版
才
気
俊

一
笠
抑
仲
村
の
新
旧
統
的
見
兵
衛
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
夜
一
常
三
に
下
吟
味
を
命
じ
た
の
で
、
彼
等
は
先
づ
縞
目

組問
、
削
る
討
入
の
風
が
あ
っ
た
の
で
、
出
兵
印
刷
は
之
を

一
後
九
兵
衛
が
代
り
、政
永
五
年
五
一万
か
ら
お
子
し
た
o
一の
立
合
を
得
て
、
宮
脱
・
寺
中
に
於
け
る
銭
屋
の
家

愛
し
、
お
に
一
家
を

m
Iし
て
宮
艇
の
近
日山
寺
巾
に

一
然
る
に
漁
民
等
佐
々
工

mの
脅
小
屋
を
破
風
L
、
湖
一
宅
を
授
盛
山

L
、
持
い
で
御
門
M
用
制
婦
の
白
洲
に
於
い
て

mm
ら
し
め
、
文
様
淀
に
刊
附
託
し
て
新
川
誠
司
と
な

一
巾
の
乱
杭
を
除
き
、
文
そ
の
投
じ
た
粗
国
間
中
に
洛
伏
一
尋
問
し
、
九
且
晦
日
彼
等
を
公
事
場
の
牢
に
移
し
た

し
、
制
民
に
涯
を
法
め
て

十
村
た
ら
し
め
ん
と
欲
し

一
す
る
魚
類
を
抽
出
世
す
る
お
に
之
を
統
失
せ
し
め
る
如
一
が
、
口
径
の
蹴
組
理
せ
ら
れ
る
に
主
る
ま
で
、
間
郡
部

た
。
併
し
十
村
は
民
民
巾
の
山
田
族
か
ら
保
ら
れ
る
も

一
き
も
の
が
あ
っ
た
か
ら
、
五
兵
衛
は
魚
類
の
僻
械
を
一
行
間
帯
の
抽
出
器
を
綴
縦
し
た
。
然
る
に
五
兵
衡
は
顕
防

の
で
、
否
ら
ざ
れ
ば
鋭
鮮
の
功
あ
る
を
製
し
た
か

一
謀
っ
て
工
郁
を
地
捗
せ
し
め
る
お
、
石
肢
を
水
中
に
一
で
あ
っ
た
路
、
未
だ
正
式
の
鋭
利
を
経
ず
し
て
十

一

ら
、
五
兵
衛
は
民
間
闘
を
し
て
一
大
郁
毅
官
協
さ
し
め

一
投
ぜ
し
め
た
o
然

セ
ー一

ゼ
ニ
ヤ
ゴ
ヘ
イ
シ
ヨ
ケ
イ
シ
ヨ
ル
イ

銭
屋
五
兵

衛
虚
刑
書
類
別
本
六
加
か
ら
成
b
、
前
川
家
編
制

れ
る
。
〉
獄
死
し
た
。
か
〈
て
初
務
行
は
十
一
月
二
日

被
告
の
ロ
杵
八
十
七
泌
を
公
郁
却
に
滋
附
し
た
が
、

公
都
掛
奉
行
前
川
外
把
・
問
ぬ
左
腕
・
石
野
右
近

本

多
求
馬
佐
、
公
車
場
円
相
目
浅
野
同
左
衛
門
・
期
剛
山
共

術
の
干
胤
(
L
た
裁
判
は
そ
の
後
久
し
〈
醐
制
約
し
た
。

し
か
も
製
作
融
以
下
皆
税
制
柑
の
m
w
uを
白
状
せ
ず
、
総

か
に
謂
江
村
孫
一
矢
部
聞
の
指
m
m
に
よ
っ
て
石
肢
を
投
じ

た
こ
と
を
剥
ら
し
た
も
の
あ
る
ば
か
り
で
、
終
に
必

永
六
年
十
二
且
嬰
艇
を
際
刑
に
、
銭
艇
の
番
一
州
市
兵

術
を
励
v
H
と
し
、
五
兵
衛
と
石
灰
投
入
を
建
策
し
た

栴
江
村
係
兵
衛
と
は
傑
刑
に
犯
る
も
、
獄
死
し
た
る

が
放
に
従
刑
を
科
せ
ず
o
喜
太
郎
佐
八
郎
を
永
牢

と
す
る
外
多
数
が
山
崎
山
川
せ
ら
れ
た
。
後
開
由
太
郎
・佐
八

郎
の
出
獄
を
併
さ
れ
た
の
は
安
政
四
年
に
在
っ
た
。

円十
)
五
兵
衛
と
外
凶
貿
易

l
u乱
時
五
兵
衛
の
名
が
町

々
と
し
て
附
に
俳
へ
ら
れ
る
に
主
っ
た
の
は
、
'仰が

税
米
鎖
惜
の
昨
に
泊
り
、
夙
に
外
川
問
と
間
以
易
す
る
の

必
裂
を
知
り
、
料品
令
を
蹴
っ
て
之
を
断
行
し
、
以
て

削
凶
の
先
導
判
と
な
っ
た
と
い
」
蜘
に
あ
る
。
し
か

し
、
こ
の
本
は
片
々
た
る
附
如
氏
を
綜
合
し
て
、
恐
ら

く
は
之
を
お
し
た
で
あ
ら
う
と
想
像
す
る
に
止
。
、

関
よ
り
帯
平
叙
〈
べ
か
ら
ざ
る
穏
健
の
存
す
る
わ
け

で
は
な
い
。

(
十
一
U
V
1
共
術
と
判
句

l
泊
兵
術
は
瓜
統
制
廓
を
排

斥
し
た
が
、
窃
例
絡
に
於
い
て
は
和
明
好
が
深
か
っ

た
。
五
兵
衛
の
俳
脱
は
勉
巣
と
い
ひ
、
開
山
町
を
儲
仙

滋
と
も
松
川
町
側
と
も
い
う
た
。
こ
の
明
好
は
中
山
と
し

て
況
十
訴
以
後
に
起
白
、
摘
に
染
訴
を
試
み
た
は
七

十
肢
か
ら
で
あ
っ
た
。
五
兵
衛
の
波
年
は
公
文
明
町
に

八
十
二
肢
と
な
っ
て
ゐ
る
が
、
彼
の
多
〈
の
抑
一
拍
か

ら
排
出
す
と
八
十
併
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

四
六
六


